
愛知県石油コンビナート等防災本部長専決事項 

平成２０年度から２５年度の愛知県石油コンビナート等防災計画の修正については、愛知県石油コンビナ

ート等防災本部運営要綱第７条第２項の規定に基づき、幹事会の承認を得て、本部長の専決により所要の改

正を行いました。 

 その主な内容は、下記のとおりです。 

記 

Ⅰ 平成２０年度修正について 

１ 修正年月日

平成２０年１１月２８日

２ 修正の要旨

 （１）総論編 

ア 第１章 総 則

  中京地区広域共同防災組織の発足に伴い処理すべき事務又は業務の大綱への追加

イ 第３章 防災体制及び組織

  御津町と豊川市が合併したことに伴う防災本部の組織の修正

ウ 第６章 災害応急対策

  大容量泡放射システムの導入に伴う対策を新設

エ 第７章 地震災害に対する対策及び措置

  交通規制対象路線の修正

 （２）地域編 

ア 第１節 防災組織

(ア) 市町村の組織改正に伴う修正

 (イ) 特定事業所の社名変更及び組織変更等に伴う修正

(ウ) 愛知県防災ヘリコプター支援協定の締結等、応援協力体制の修正

イ 第３節 救出救護

(ア) 出動計画の見直しに伴う修正

(イ) 実施機関の変動に伴う修正

ウ 第８節 災害別応急対策

(ア) 災害要員及び防災資機材の保有状況の変更に伴う修正

(イ) 消防機関の出動体制の見直しに伴う所要の修正

資料５ 



Ⅱ 平成２１年度修正について

１ 修正年月日

平成２２年２月９日

２ 修正の要旨

 （１）総論編 

ア 第１章 総 則

  蒲郡地区特別防災区域の指定解除に伴う修正

イ 第３章 防災体制及び組織

  蒲郡市が特別防災地区の所在市から指定市へ変更したことに伴う修正

ウ 第５章 通報及び情報の伝達

  連絡系統図を現状に合わせて修正

エ 第６章 災害応急対策

  大容量泡放射システムの輸送ルートの明確化

オ 第７章 地震災害に対する対策及び措置

(ア) 蒲郡市が特別防災地区の所在市から指定市へ変更したことに伴う修正

(イ) 蒲郡地区特別防災区域の指定解除に伴う修正

 （２）地域編 

ア 第１節 防災組織

(ア) 大容量泡放射システムを配備した中京地区広域共同防災協議会の設置に伴う防災組織の修正

 (イ) 市町村、防災関係機関及び特定事業所の組織等の変更に伴う所要の修正

イ 第２節 通報連絡体制

  異常通報の通報系統図における中京地区広域共同防災センターへの伝達ルートの明確化

ウ 第６節 緊急輸送

  中京地区広域共同防災協議会設置に伴う大容量泡放射システム輸送内容の追加

エ 第８節 災害別応急対策

(ア) 中京地区広域共同防災協議会設置に伴う応急対策の追加

(イ) 消防機関の出動体制の見直しに伴う所要の修正

(ウ) 防災要員及び防災資機材の保有状況の変更に伴う修正



Ⅲ 平成２２年度修正について

１ 修正年月日

平成２２年１２月６日

２ 修正の要旨

 （１）総論編 

ア 第１章 総 則

(ア) 気象警報・注意報を市町村単位で発表を実施することに伴う修正

イ 第５章 通報及び情報の伝達

(ア) 大雨警報、暴風警報、高潮警報並びに津波警報、津波注意報の伝達系統図を現状に合わせて

修正

オ 第６章 災害応急対策

(ア) 道路施設の被害情報の連絡系統図の道路種別を現状に合わせて修正

(イ) 海上災害対策に係る名古屋港管理組合の実施内容において、業務委託の船舶による活動内容

を追加したことに伴う修正

(ウ) 交通対策に係る交通規制対象路線の変更に伴う修正

(エ) 自衛隊の災害派遣の基準を防衛省防災業務計画と整合させるため、水防活動を追加したこと

に伴う修正

カ 第７章 地震災害に対する対策及び措置

(ア) 警戒宣言の発令に伴う交通規制対象路線の変更に伴う修正

キ 第８章 災害復旧対策

(ア) 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成について激甚災害法と整合させるための修正

 （２）地域編 

ア 第１節 防災組織

(ア) 市町村、防災関係機関及び特定事業所の組織等の変更に伴う所要の修正

 (イ) 共同防災組織及び協議会の構成事業所の変更に伴う修正

(ウ) 応援協力体制における協定機関の変更に伴う修正

(エ) 平成22年7月1日に新日本石油㈱と㈱ジャパンエナジーが合併によりＪＸ日鉱日石

エネルギー㈱に社名変更したことに伴う修正

イ 第２節 通報連絡体制

  (ア) 防災関係機関の組織等の変更に伴う所要の修正

ウ 第３節 救出救護

(ア) 知多市において組織改編に伴い、医療救護のうち医療部医療班を廃止

エ 第４節 避難

(ア) 名古屋市域において避難場所の収容人員等の見直しに伴い修正

オ 第８節 災害別応急対策

(ア) 防災関係機関及び特定事業所における防災要員数及び防災資機材の保有状況の変更に伴う

所要の修正

 (イ) 名古屋港管理組合の活動内容等を修正



Ⅳ 平成２３年度修正について

１ 修正年月日

平成２４年２月２日

２ 修正の要旨

 （１）総論編 

ア 第１章 総 則

(ア) 西尾市と幡豆郡３町が合併したことに伴う修正

(イ) 東邦液化ガス㈱空見事業所の指定解除に伴う修正

イ 第２章 災害の基本想定

(イ) 東海地震、東南海地震、南海地震の３連動地震等が発生した場合の被害予測調査の結果が公表

された場合には、国の動向も踏まえつつ、本計画の見直しを行うことを追加

ウ 第３章 防災体制及び組織

(ア) 西尾市と幡豆郡３町が合併したことによる指定市町村等の変更に伴う修正

エ 第５章 通報及び情報の伝達

(ア) 気象台と中部運輸局との専用線廃止に伴う修正

オ 第６章 災害応急対策

(ア) 交通規制対象路線の住所標記を統一

カ 第７章 地震災害に対する対策及び措置

(ア) 西尾市と幡豆郡３町が合併したことによる指定市町村の変更に伴う修正

(イ) 交通規制対象路線の住所標記を統一

(ウ) 地震に関する情報の基準の変更に伴う修正

キ 第８章 災害復旧対策

(ア) 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金について金融公庫の組織変更に伴う修正

 （２）地域編 

ア 第１節 防災組織

(ア) 市町村、防災関係機関及び特定事業所の組織等の変更に伴う所要の修正

 (イ) 共同防災組織及び協議会の構成事業所の変更に伴う修正

(ウ) 応援協力体制における新たな協定締結に伴う修正

イ 第２節 通報連絡体制

  (ア) 防災関係機関の組織等の変更に伴う所要の修正

(イ) 伝達する気象情報の内容のうち津波予報を津波警報・津波注意報に修正

ウ 第３節 救出救護

(ア) 名古屋市域において、医療救護に区役所を追加修正

エ 第４節 避難

(ア) 名古屋市域において避難場所の収容人員の見直し等に伴う修正

(イ) 半田市域・武豊町域において避難誘導の実施分担表の見直しに伴う修正

オ 第８節 災害別応急対策

(ア) 防災関係機関及び特定事業所における防災要員数及び防災資機材の保有状況の変更に伴う所要

の修正



Ⅴ 平成２４年度修正について

１ 修正年月日

平成２５年２月８日

２ 修正の要旨

（１）総論編 

ア 第1章 総則 

サンエイ糖化㈱本社工場、東邦ガス㈱上野供給所の指定解除に伴う修正 

イ 第５章 通報及び情報の伝達  

非常通報する異常現象について消防庁通知により爆発や漏洩、破損等の基準が新たに定義された 

ことに伴う修正。 

ウ 第６章 災害応急対策 

（ア）行政機関の業務を愛知県地域防災計画と整合させるための修正 

（イ）交通対策に係る交通規制対象路線の変更に伴う修正 

エ 第７章 地震災害に対する対策及び措置 

交通規制対象路線の追加に伴う修正 

（２）地域編 

ア 第１節 防災組織 

（ア）市町村、防災関係機関及び特定事業所の組織等の変更に伴う所要の修正 

（イ）共同防災組織及び協議会の構成事業所の変更に伴う修正 

（ウ）組織変更・合併等に伴い会社名が変更されたことに伴う修正 

旧名称 新名称 

宝石油化学㈱九号地油槽所 

エクソンモービル㈲名古屋油槽所

新日本石油㈱名古屋油槽所 

新日本製鐵㈱名古屋製鐵所 

ファイザー㈱名古屋工場 

宝ケミカル㈱九号地油槽所 

ＥＭＧマーケティング(同)名古屋油槽所 

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱名古屋油槽所 

新日鐡住金㈱名古屋製鐵所 

ファイザー・ファーマ㈱名古屋工場 

イ 第２節 通報連絡体制 

防災関係機関の組織等の変更に伴う所要の修正 

ウ 第３節 救出救護 

名古屋市域について、市の集団災害要領等との整合による修正 

エ 第４節 避難 

東海市域における緊急輸送路の見直しに伴う修正 

オ 第８節 災害別応急対策 

（ア）防災関係機関及び特定事業所における防災要員数及び防災資機材の保有状況の 

変更に伴う所要の修正 

（イ）名古屋港管理組合の活動内容等を修正 



Ⅵ 平成２５年度修正について

１ 修正年月日

平成２６年３月２８日

２ 修正の要旨

（１） 総論編 

ア 第1章 総則 

（ア）衣浦地区特別防災区域の区域変更に伴う修正 

（イ）中部電力株式会社西名古屋火力発電所が第一種事業所から第二種事業所へ変更されたことに 

伴う修正 

（ウ）名古屋地方気象台及び東海総合通信局の処理すべき事務の修正 

イ 第７章 地震災害に対する対策及び措置 

津波に関する予報区分の変更等に伴う修正 

（２） 地域編 

ア 第１節 防災組織 

（ア）市町村、防災関係機関及び特定事業所の組織等の変更に伴う所要の修正 

（イ）共同防災組織及び協議会の構成事業所の変更に伴う修正 

（ウ）現地本部員のうち、愛知県警察本部長の代理者を明確にするための修正 

（エ）事業所名及び共同防災組織が変更されたことに伴う修正 

現    行 変   更   後 

社団法人 九号地共同防災組織 一般社団法人 九号地共同防災組織 

宇部興産株式会社名古屋支店 

名古屋アンモニアセンター 

宇部興産株式会社 

名古屋アンモニアセンター 

イ 第２節 通報連絡体制 

（ア）名古屋水上警察署と港警察署の統合による修正 

（名古屋市域の第５節及び第７節においても同内容の修正あり） 

（イ）その他防災関係機関の組織等の変更に伴う所要の修正 

ウ 第４節 避難 

名古屋市域において、避難所増設による修正 

エ 第７節 交通規制 

実施機関のうち、県警察の所轄が複数にまたがる場合の表現の修正 

オ 第８節 災害別応急対策 

防災関係機関及び特定事業所における防災要員数及び防災資機材の保有状況の変更に伴う所要の修正 


